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事故防止 いつも心に免許の日 
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４月                   ５月 
1（火）   1（木）  

2（水） 3 月分チケット換金締切日(14:30 まで) 2（金） 4 月分チケット換金締切日(14:30 まで) 

3（木）  3（土）  

4（金）  4（日）  

5（土）  5（月）  

6（日）  6（火） 支部 第 59 回通常総会 

7（月）  7（水）  

8（火）  8（木）  

9（水）  9（金）  

10（木） 支部費納付締切日 (15 時まで) 10（土）  

11（金）  11（日） 支部 第 1 回班長会 

12（土）  12（月） 支部費納付締切日 (15 時まで) 

13（日） 支部 第 6 回理事会 13（火）  

14（月）  14（水）  

15（火）  15（木）  

16（水）  16（金）  

17（木）   17（土）  

18（金）   18（日）  

19（土）  19（月）  

20（日）  20（火）  

21（月）  21（水）  

22（火）  22（木）  

23（水）  23（金）  

24（木）  24（土）  

25（金）  25（日）  

26（土）  26（月） 本部 第 59 回通常総代会 

27（日）  27（火）  

28（月） 本部 第 7 回理事会 28（水） 交通共済 第 47 回通常総代会 

29（火）  29（木）  

30（水） 交通共済 第 7 回理事会 30（金）  

  31（土)  
 

 

支部・班 行事予定 
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◆支部第５９回通常総会のお知らせ 
 
【日 時】 令和 7 年 5 月 6 日（火・祝）  

受付 午後 12 時 30 分～  開始 午後 1 時 00 分 

【場 所】 杉並区立 勤労福祉会館 大ホール 
 

◆支部員報告 
 

脱 退   B 班 早野 昌文 さん（56 歳） 
                  令和 4 年 7 月 28 日 加入  
                  令和 7 年 3 月 31 日 付 無所属 

 

 加 入   D 班 常 秀史さん（47 歳）      

                令和 07 年 2 月 27 日 加入   
ドア No. 5430 

 

 

◆お客様ご要望カードについて 

現行のご要望カード（水色）の期限は令和 7 年 3 月 31 日までです。 

4 月 1 日から新しいご要望カード（藤色）になりますので、現行のものは破棄し、 

新しいものに差し替えをお願いします。 

    ※ 4 月 1 日以前には交換しないようお願い致します。 

 ※ 新しいご要望カード同封してあります。 

         ｢SEQ 番号」のみ印刷しています。確認お願い致します。 

 

◆クレピコ決済端末機の暗証番号スキップ機能廃止について 
 

2025 年 3 月末をもって IC クレジットカードの PIN バイパス(暗証番号の入力を省略 

してサインで本人確認を行う機能で暗証番号入力スキップ機能という) が原則廃止とな 

ります。 PIN バイパスはもともと暗証番号を忘れた場合に救済措置として設けられて 

いましたが、クレジットカードの不正利用 (他人のカードを使用してサイン決済など)  

が増え、不正利用防止の観点から廃止になります。廃止後は暗証番号の入力が必須とな 

ります。今まではお客様から暗証番号を忘れたから、分からないからサインでと言われ 

た場合、決済機 AT-7400 の確定ボタン(緑色)を押下する事でスキップし、お客様が領収 

書にサインする事で決済出来ましたが、今後はお客様に「IC チップでのサイン決済は 

お取り扱い出来ません。暗証番号の入力をお願いします。」と言うか、別の決済に切り 

替えて頂いて下さい。なお、一部の IC クレジットカードによっては暗証番号入力では 

なく、サイン処理となる場合があるので端末機の指示に従った処理をお願いします。 

またタッチ決済の高額取引(10,001 円以上)は今後もお客様のサインが必要です。 
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ご報告日頃より支部の運営業務にご理解とご協力を賜り、感謝を申し上げます。総務部 

3 月 2 日(日)支部にて第 5 回理事会を開催しましたので主な内容をご報告致します。 
 

≪報告事項≫ 

◎令和 7 年 2 月 25 日(火) 開催の本部第 5 回理事会について、資料に基づき堀内支部長

が説明。クールビズ・東個協帯(ブルーライン)については顧客にアンケート調査中。 
本部換金資金借入金については 10 万円増額を一括か分割で検討。支部員の負担軽減

策として支部の換金資金から移動する案が示され班会議で支部員の意見を確認。 

First View から新型ドライブレコーダー(3 カメラ対応)が出た。 

月額保守料は YTX-4000 と同じ 1,150 円(税別) 
本部総代会(5/26 開催)で後席タブレット使用の QR コード決済手数料が 3%→4%にな

るかも。 
 

◎令和 6 年度 支部員加入・脱退現況について(令和 6 年 2 月 28 日時点) 
 12 月以降、廃業者 6 名・加入者 4 名(新規)の 2 名減で現在 180 名と報告。 

 

◎令和 6 年度 3 期（10・11・12）班対抗無事故運動と冬の支部健康診断について 

    及川共済部長が報告。 
 

≪審議事項≫ 

◇共済規約 改定(案) 承認の件  可決承認 

      次回 5 月の総会で皆様にご審議いただきます。 
 

◇新規加入者 承認の件      可決承認 

令和 6 年度 第 3 回 班会議 

班 人 数 出席者数 出席率 

A 班 43 27 63％ 

B 班 45 26 58％ 

C 班 50 31 62％ 

D 班 42 15 36％ 

合 計 180 99 55％ 
 

     令和 6 年度 第 3 回班会議を西荻地域区民センター第 3・第 4 集会室にて 3/9(日)に 
B 班と C 班、3/16(日)に A 班と D 班で合同班会議を開催しました。 
お忙しい中ご出席ありがとうございました。お疲れ様でした。 

 

 

チケット換金・支部費支払・物品販売は１５時迄です。 

           どうぞよろしくお願いします。 
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◆事業者研修会開催【令和 7 年 12 月 1 日付更新者】のお知らせ 

   令和7年12月1日付許可期限更新該当者を対象に事業者研修会を開催しますので、

必ず出席されますようお願い致します。  

 

【開催日時】令和 7 年 5 月 15 日 (木) 午後 1 時～ (受付は 12：15～) 

【開催場所】練馬文化センター大ホール  

練馬区練馬 1－17－37（TEL 03－3993－3311） 

【携 行 品】筆記用具 

【提 出 物】事業者乗務証の写し（A4 版にコピーし、団体名を記載して下さい） 

       ＊終了時に提出していただきます。 
 

ワイシャツ、ネクタイを必ず着用のこと 

      （ジャンパー・ループタイ・サンダル履き等は不可） 
 

◎欠席の取り扱いについて 

 欠席する事由がある場合は前もって所属団体を通じて本会に通知のうえ、 

次回の開催日に出席すること。 

◎開始 10 分前までに受付を済ませて下さい。 

遅刻されますと受講できない場合があります。 

     ◎駐車場はありません。公共交通機関をご利用下さい。 

       ※開催場所が変更になっております。ご注意ください。 

 

 
 

トヨタモビリティ東京 友の会より 
2025 年度 友の会の申込みを開始しています。 

      支部にて手続きをお願い致します。 

       会費 3,800 円  運営費 200 円   合計 4,000 円 

※2025 年度より「トヨタ車・レクサス車」をご使用の都内 

事業者様がご入会いただけるようになりました。  

友の会への入会は 9 月 30 日までにお願いします。 
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◆自賠責保険の手続きをされる方へ 
 

支部で自賠責保険の手続きをされる場合は、事前に連絡をして下さい。 

また、必ず現在の自賠責保険の証書をお持ち下さい。車検証は必要ありません。 

車検日の 2 ヶ月前より入ることができます。 

支部での加入をお願い致します!! 手続きは 15 時までにお願いします。 

※早期換金日の自賠責保険加入は控えていただきますようお願いします。 
 

【自賠責保険料】＊12 ヵ月 32,960 円 ＊13 ヵ月  35,230 円 
 

＊車検を受けましたら「自動車検査証記録事項」のコピーを支部に提出してください。 

＊本部 車検・修理ローン、ご利用ください。(手続きは支部へ) 
 

 

違反・免停等がありましたら必ず支部までご連絡下さい。 

違反した場合は交通反則告知書のコピーを支部に提出して下さい。 
 

 

◆チケット換金締切日 
 

    ３月分チケット （４/１早朝含む）  ４月２日(水)  １４：３０ まで 
 

  ４月分チケット （５/１早朝含む）  ５月２日(金)  １４：３０ まで 
  

     お願い!!    チケット換金袋が少なくなっております。  

１人一袋です。 複数お持ちの方は戻して下さい。 

 

 

◆トヨタモビリティ東京 友の会 巡回サービス  
 

3 ヶ月点検 吉祥寺店 4 月 22 日 (火)   受付  9：30～15：30 

1 ヶ月点検 
3 ヶ月点検 

三鷹野崎北店 4 月 22 日 (火)   受付  9：00～15：00 

    
 

◆東個協ＬＰＧカード価格改定のお知らせ 【令和 7 年 3 月 16 日(日) 改定】 
 

         １㍑当り   113 円 ※消費税別 
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◆東個協ガソリンカード価格改定のお知らせ 【令和 7 年 1 月 21 日(火) 改定】  

         

   油  種       税込価格 

  ハイオク        184 円   

  レギュラー       174 円 

     軽油        153 円 
〇 改定前消費税込単価より 5 円値上げ     単位：円／リットル 

 
 

◆タクシーチケット新規契約について 
 

契約番号 契約名 契約日 使用伝票 

11173 日本ロジテム(株) 令和 7 年 2 月 13 日 東個協発行 

 

 
 

◆チケットの受領拒否について 
    

(株)ビックスは令和 6 年 10 月に破産となっております。当該チケットの受領拒否を 
   お願いいたします。万が一、受領されても精算できませんのでご注意ください。 
 

      【契  約  番  号】No. 10224 
   【会  社  名】(株)ビックス 

 【チケットの種類】東個協発行のチケット 
 

 

 

◆ ゴルフ部                                  

会長 鈴木 政一 

3 月 17 日第 259 回ゴルフコンペを笠間カントリークラブで開催しました。 

◎上位成績  優 勝  新井 誠      
2   位  大村 彩子    

              3  位  安達 渉   
 

◎各  賞  ドラコン賞  6 番  内藤 正志  12 番 安達 渉 
ニアピン賞   2 番  有賀 正美   5 番 大村 彩子 
       13 番 鈴木 政一  16 番 小澤 貴臣 

 ベスグロ賞  89 打 安達 渉 
 

SG 会ゴルフコンペのお知らせ 

【日 時】 令和 7 年 4 月 21 日(月)  IN 7 時 46 分 
【会 場】 彩の森カントリークラブ  セルフ昼食付  9,460 円 

※ 一般組合員の参加もお待ちしております。 
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  班別対抗無事故表 
 
単独＝単    双方＝双    賠償＝賠    人身＝人 

 

16                 

14                 

12                 

10                 

8                 

6             2/19 人   

4 6/23 双 2/17 賠 2/21 賠   11/26 賠   11/27 賠 12/5 人 

2 4/24 単 6/11 双 8/3 単 6/7 単 8/9 単 7/16 賠 4/17 単 5/2 単 

   Ａ班    Ｂ班    Ｃ班    Ｄ班 

            共 済 事 故 報 告   

 

2 月 17 日 迎車進行中、抜弁天から住吉町に向かって最初を右折する際にバイクに接触した 
2月19日 五日市街道を横断する際対向車が急に寄ってきて急ブレーキ乗客が顔をぶつけた 
2 月 21 日 人見街道、歩行者に気付くのが遅れハンドルを切ったら対向のドアミラーに接触 
 

☆ 健康起因事故防止の為、脳 MRI 検診を受診しましょう。 
☆ 電動キックボードや、モペットの事故が増加しています。注意して下さい！ 
☆ 路上寝込みを発見したら 110 番通報をお願いします！ 
☆ 救護義務違反は 35 点減点、一発取り消しです！ 

  事故発生時は相手が立ち去った場合でも必ずその場で 110 番通報すること！ 
 

事故発生件数 15 件/21 件（2 月末まで） 
令和 6 年度の杉並支部事故削減目標は（令和 5 年度は件数 31 件） 

マイナス 10 件で 21 件 に設定しました。  
 

             交通共済 事故受付専用 電話 

            05700 － 25889   
       24 時間受付しています。ナビダイヤルでのご案内 

夜間・休日は翌営業日以降順次担当者から連絡します。 

         求償、賠償事故にかかわらず報告してください。 
 

＊＊＊ 事故報告書は必ず支部で書きましょう ＊＊＊ 
 

                                共済部長 及川 

共 済 部 

ジ  コ  ハ  ヤ  ク 
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廃業をお考えの方、譲渡譲受契約にご協力をお願い致します 

☆講習生５名が 「譲渡」 を待っています☆                  

                  ３月受験者 合格しました！ 
 

講習生譲渡待機者との契約後の流れ           2025 年 3 月 20 日現在 

４月中に譲渡契約  ⇒ ５月中に認可申請  ⇒ ８月中に認可見込                      

８月中に譲渡契約  ⇒ ９月中に認可申請  ⇒ １１月中に認可見込           ７月受験者 ２名 

９月中に譲渡契約  ⇒ １０月中に認可申請 ⇒ 翌年２月中に認可見込       １１月受験者 ２名 

                                                       その他 １名 

                  

譲渡人の資格要件 
申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有して 

いること。 

1．年齢が 65 歳以上(申請日が誕生日以降)80 歳未満であること。(申請日が誕生日の前日まで) 
2．年齢が 65 歳未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者。 
3．年齢が 65 歳未満で、20 年以上個人タクシー事業を経営している者であること。 
※ 令和 元年 7 月 26 日に法改正があり、75 歳の誕生日以降の審査継続、不認可の際の 
  2 回目の申請が可能となりました。これには 75 歳の誕生日以降旅客の運送を行わな 
  いことが条件となります。この際の譲渡人の許可期限は認可の日までとなり、この 
  期間中に第二種運転免許証が失効しても可能となります。 

        ★★詳しくは支部までお問い合わせ下さい★★ 
 

譲渡譲受による廃業までの概要 
1. 譲受人（事前試験合格者又は講習生）と譲渡譲受契約を結びます。 

2. 申請に必要な書類、挙証資料を集めます。 

（譲渡人、譲受人双方が集め終わるのに、1 か月ほどかかる場合があります。） 

3. 譲渡譲受認可申請を関東運輸局に提出します。(標準処理期間は、3 か月です｡) 

4. 申請後も、関東運輸局からさらに必要とされる書類の提出を求められたら、提出します。 

5. 申請をしてから 3 か月ほどたつと、処分（認可）がおります。 
 

☆講習生募集☆ 
講習会では講習生を募集しています。(地理試験廃止になりました！) 

10 年以上法人会社に乗務員として所属し、申請日以前 3 年又は 5 年以上道路交通法の違反

がない、開業資金（200 万円以上）が確保されている、営業区域内に申請時に居住している

など年齢・経験等多くの条件があります。個人タクシーになりたい強い希望のある方をお待

ちしています。個人タクシーの許可に必要な試験は 3,7,11 月に行われます。 
 

杉並支部 講習会 
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★自動換金 振込日 (電子マネー系・デビット・クレジット)★ 
           売 上 期 間 

 
振込日 

3 月 24 日 (月)  ～   3 月 30 日 (日) ➡ 4 月 04 日 (金) 

3 月 31 日 (月)  ～   4 月 06 日 (日) ➡ 4 月 11 日 (金) 

4 月 07 日 (月)  ～   4 月 13 日 (日) ➡ 4 月 18 日 (金) 

4 月 14 日 (月)  ～   4 月 20 日 (日) ➡ 4 月 25 日 (金) 

4 月 21 日 (月)  ～   4 月 27 日 (日) ➡ 5 月 02 日 (金) 

4 月 28 日 (月)  ～   5 月 04 日 (日) ➡ 5 月 09 日 (金) 

自動換金は 週１回  毎週金曜日の振込 

(祝休日の場合は変動あり、支部報でお知らせします) 

チケット、クレチケ、福祉券等の換金は 月・水・金曜日の最大週３回 

早期換金は曜日に関係なく従来通りです｡ 

換金遅れのないようお願いします! 
 

チケットの早期換金にご協力お願いします！！ 
 
 

 

年度末チケット等の換金について 

【換金締切日】 令和 7 年 4 月 2 日（水） 

14 時 30 分まで 

【対象チケット】 

    （1）令和 7 年 3 月 31 日（4 月 1 日付け早朝分含む） 

        までに受領したクレチケ含む全てのチケット 

   （2）「有効期限 令和 7 年 3 月 31 日まで」と記載のある 

        福祉タクシー利用券 

※換金遅れは無効チケットとなりますのでご注意下さい。 
 


